
 
１８０日を超える入院についてのお知らせ 
 
急性期一般病棟にて入院期間が１８０日を超え

る患者様には、厚生労働大臣が定める状態の場

合を除き、別途料金のご負担をいただきます。 
 
１８０日を超える入院に係る特別の料金 
（回復期リハビリテーション病棟を除く） 

 

１日あたり  ２，１９３ 円 
（急性期入院料４の１５％相当） 

※特別入院基本料の場合は １日あたり９１８円 

 
ご不明な点については、受付までお問い合わせ下さい。 

 

那須北病院院長 


